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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】吸収体に圧搾線を形成した吸収性物品において
，圧搾線を密に形成しなくても，非圧搾領域に効果的に
体液を拡散させ，広い範囲で体液を吸収できるようにす
る。
【解決手段】液透過性のトップシート１０と，バックシ
ート２０と，トップシート１０とバックシート２０の間
に積層して配置された少なくとも２つの吸収体３０，４
０とを備えた吸収性物品であって，２つの吸収体３０，
４０は，それぞれ，当該吸収体が厚み方向に窪んだ圧搾
線３１，４１を複数有しており，２つの吸収体の圧搾線
３１，４１は，平面方向からみて少なくとも部分的に交
差している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性のトップシート（１０）と，バックシート（２０）と，前記トップシート（１
０）と前記バックシート（２０）の間に積層して配置された少なくとも２つの吸収体（３
０，４０）と，を備えた吸収性物品であって，
　前記２つの吸収体（３０，４０）は，それぞれ，当該吸収体が厚み方向に窪んだ圧搾線
（３１，４１）を複数有しており，
　前記２つの吸収体の前記圧搾線（３１，４１）は，平面方向からみて少なくとも部分的
に交差している
　吸収性物品。
【請求項２】
　前記２つの吸収体（３０，４０）は，それぞれ，前記圧搾線（３１，４１）によって周
囲を囲われた非圧搾領域（３２，４２）を複数有しており，
　一方の前記吸収体の前記圧搾線の少なくとも一部が，他方の前記吸収体の前記非圧搾領
域に重なる
　請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記２つの吸収体（３０，４０）は，それぞれ，前記圧搾線（３１，４１）が交差した
交点部（３３，４３）を複数有しており，
　一方の吸収体の前記交点部の少なくとも一部が，他方の吸収体の前記非圧搾領域に重な
る
　請求項２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　一方の吸収体の前記交点部と他方の吸収体の前記交点部とが，少なくとも部分的に重な
る
　請求項３に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記２つの吸収体は，前記トップシート（１０）側に位置する第１の吸収体（３０）と
，前記バックシート（２０）側に位置する第２の吸収体（４０）であり，
　前記第２の吸収体（４０）は，少なくとも前記第１の吸収体（３０）側の面が窪んだ前
記圧搾線（４１）が形成されており，当該圧搾線（４１）が形成された部位において前記
第１の吸収体（３０）との間に隙間が形成されている
　請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記２つの吸収体は，前記トップシート（１０）側に位置する第１の吸収体（３０）と
，前記バックシート（２０）側に位置する第２の吸収体（４０）であり，
　前記第１の吸収体（３０）は，少なくとも前記第２の吸収体側の面が窪んだ前記圧搾線
（３１）が形成されており，当該圧搾線（３１）が形成された部位において前記第２の吸
収体（４０）との間に隙間が形成されている
　請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記２つの吸収体は，前記トップシート（１０）側に位置する第１の吸収体（３０）と
，前記バックシート（２０）側に位置する第２の吸収体（４０）であり，
　さらに，前記トップシート（１０）と前記第１の吸収体（３０）との間，又は，前記バ
ックシート（２０）と前記第２の吸収体（４０）との間に，第３の吸収体（７０）を備え
，
　前記第３の吸収体（７０）は，当該吸収体が厚み方向に窪んだ圧搾線（７１）を複数有
している
　請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項８】
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　一方の前記吸収体の前記圧搾線は，前記吸収性物品の長手方向に向かって延びるもので
あり，
　他方の前記吸収体の前記圧搾線は，前記吸収性物品の幅方向に向かって延びるものであ
る
　請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　一方の前記吸収体は，前記圧搾線によって周囲を囲われた非圧搾領域を複数有しており
，
　他方の前記吸収体の前記圧搾線は，前記吸収性物品の長手方向に向かって延びるものか
，又は前記吸収性物品の幅方向に向かって延びるものである
　請求項１に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，着用者の股下に装着され，尿などの液体を吸収し保持するための吸収性物品
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から，排泄された体液を吸収保持することを目的として，着用者の股下に装着され
る吸収性物品が知られている。吸収性物品の例は，使い捨ておむつ，尿とりパッド，及び
生理用ナプキンである。また，使い捨ておむつとしては，例えば，前身頃と後身頃の左右
両側部が接合されているパンツ型のものや，後身頃に取り付けられた止着テープを前身頃
に取り付けて着用されるテープ型ものが知られている。
【０００３】
　また，吸収性物品には，長時間の着用や成人の排泄量にも対応できるように，多量の体
液を吸収可能に構成されたものがある。例えば，このような吸収性物品としては，介護用
に使用される高吸収量の尿とりパッドが知られている。高吸収量の尿とりパッドは，一般
的に，テープ型やパンツ型の使い捨ておむつの中に挿入して使用され，排泄後には適宜交
換される。このような尿とりパッドは，一般的に，多くの体液を吸収できるように多量の
吸収性材料によって構成された吸収体を備えており，また，その形状も着用者の身体の広
い面積をカバーできるように大型化されている。
【０００４】
　しかし，上記のように高吸収量の尿とりパッドであっても，長時間着用されていると体
液が漏れ出して，その下に配置されているテープ型やパンツ型の使い捨ておむつを汚して
しまうことがある。すなわち，長時間着用し続けていると，吸収体の一箇所（特に股下部
分）で体液を繰り返し吸収し続けることとなる。このため，吸収体の拡散性が悪いと，部
分的に吸収負荷が大きくなり，吸収量が飽和したときに吸い切れなくなった体液が尿とり
パッドから流れ出てきてしまう。これに対しては，吸収体における股下部分の吸収量を増
やすために，股下部分の吸収性材料を増加させて体液の吸収量を部分的に増すことも考え
られるが，局所的に吸収体の厚みが増すこととなるため，着用感が悪くなり快適性が低下
することが懸念される。
【０００５】
　そこで，このような高吸収量で大型の吸収体の拡散性を高めるために，吸収体の一部を
厚み方向に圧縮して圧搾線を形成した吸収性物品が知られている（特許文献１及び特許文
献２）。特許文献１に開示された吸収体（吸収性コア）は，股下などの吸収体の体液吸収
性や拡散性を大きく必要とする部分に密なエンボス加工を施し，その他の部分には疎なエ
ンボスを施し，これらのエンボスが全体として連続模様になっている。また，特許文献２
に開示された吸収体は，表面側に格子形状の圧搾溝が形成されており，この圧搾溝の延在
方向が製品長手方向及び製品幅方向とは異なるように構成されている。このように，吸収
体に圧搾線を形成することで，局所的に多量の体液が配設された場合であっても，この体
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液が圧搾線に沿って拡散されることとなるため，吸収体の広い範囲で体液を吸収できるよ
うになり，その結果，吸収体の拡散性を向上させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１６３７３号公報
【特許文献２】特開２０１５－１６２１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら，圧搾線が形成された吸収体においては，圧搾線が形成された部分の拡散
性と圧搾線が形成されていない領域（非圧搾領域）の拡散性の差が大きい。この拡散性の
差が原因となり，体液が圧搾線に沿って広く拡散するものの非圧搾領域への吸収が進まな
いという現象が生じ，体液が圧搾線に沿って吸収体の端部まで到達して，その端部から漏
れ出すという問題があった。
【０００８】
　より具体的に説明すると，圧搾線が形成された吸収体においては，体液が吸収体に吸収
される際に，毛細管現象によって，体液が圧搾線に沿って時間的に先に拡散し，非圧搾領
域においては後から拡散することとなる。このように，圧搾線が形成された部位と非圧搾
領域においては，体液の拡散時間に時差がある。吸収体を構成する吸収性材料の坪量が低
い場合には，上記拡散時間の時差はそれほど大きな問題とはならないが，体液の吸収量を
増やすために吸収性材料の坪量を高くすると，非圧搾領域における吸液時間がより遅くな
る。このため，高吸収量の吸収体においては，圧搾線が形成された部位と非圧搾領域とで
体液の拡散時間の時差がさらに大きくなり，場合によっては圧搾線ばかりが体液で濡れて
，非圧搾領域では殆ど体液を吸収できないという事態も生じ得る。さらに，圧搾線が形成
された部位は，吸収性材料が圧縮されているため非圧搾領域と比較して体液の吸収量は少
ない。従って，多量の体液が圧搾線に沿って吸収体の端部まで到達し，外部への漏れの原
因になる可能性があった。
【０００９】
　また，上記の問題を解消するために，吸収体に形成する圧搾線の間隔を狭くして，非圧
搾領域に体液が浸透しやすくするという対策も考えられる。しかしながら，圧搾線とその
周囲は吸収体の剛性が高くなるため，圧搾線の間隔を狭くしてその密度を高めると，吸収
体全体の肌触りが硬くなり，吸収性物品の着用感を損なうという問題がある。
【００１０】
　そこで，本発明は，体液の吸収量を高めつつ拡散性を向上させるために吸収体に圧搾線
を形成した吸収性物品において，圧搾線を密に形成しなくても，非圧搾領域に効果的に体
液を拡散させ，広い範囲で体液を吸収できるようにすることを解決課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の発明者は，上記課題の解決手段について鋭意検討した結果，吸収体を２層以上
で積層して体液の吸収量を高めつつ，各吸収体に圧搾線を形成し，さらに各吸収体に形成
された圧搾線を交差させることとした。これにより，各吸収体には圧搾線を密に形成しな
くても，非圧搾領域に効果的に体液を拡散させることが可能となり，広い範囲で体液を吸
収できるようになるという知見を得た。そして，本発明者は，この知見に基づけば上記の
課題を解決できることに想到し，本発明を完成させた。具体的に説明すると，本発明は以
下の構成を有する。
【００１２】
　本発明は，使い捨ておむつや，尿とりパッド，生理用ナプキンなどの吸収性物品に関す
る。吸収性物品は，液透過性のトップシート１０と，バックシート２０と，これらの間に
積層して配置された少なくとも２つの吸収体３０，４０とを備える。なお，バックシート
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２０としては，液不透過性のシート部材を用いることが好ましいが，液透過性のシート部
材を用いることもできる。２つの吸収体３０，４０は，それぞれ，当該吸収体が厚み方向
に窪んだ圧搾線３１，４１を複数有している。そして，２つの吸収体の圧搾線３１，４１
は，平面方向からみて少なくとも部分的に交差している。なお，圧搾線３１，４１は，吸
収体のトップシート側（肌対向面側）が窪んだものであってもよいし，バックシート側（
肌非対向面側）が窪んだものであってもよいし，これらの両側が窪んだものであってもよ
い。また，「平面方向からみる」とは，トップシート１０又はバックシート２０と対面す
る方向からみることを意味する。
【００１３】
　上記構成のように，２つの吸収体３０，４０を厚み方向に積層して配置することで，吸
収性物品全体の吸収量を高めることができる。また，各吸収体３０，４０に圧搾線３１，
４１を形成することで，体液の拡散性を高めることができる。そして，互いの圧搾線３１
，４１を交差するように各吸収体３０，４０を配置することで，圧搾線が形成されていな
い領域（非圧搾領域）にも効果的に体液を浸透させることが可能となる。つまり，一方の
吸収体の圧搾線に沿って拡散した体液が，他方の吸収体の非圧搾領域に吸収されやすくな
る。このため，一方の吸収体の圧搾線に沿って拡散した体液が端部に到達しにくくなり，
外部へと漏れ出す事態を効果的に防止できる。また，２層の吸収体３０，４０の広い範囲
で体液を吸収できるようになるため，体液の吸収量が向上するとともに，長時間の着用で
あっても着用者に対して不快感を与えにくい。さらに，２層の吸収体３０，４０のそれぞ
れに圧搾線３１，４１を形成することで，各吸収体に圧搾線を密に形成する必要がなくな
る。このため，各吸収体の肌触りが硬くなることを回避することができる。
【００１４】
　本発明の吸収性物品において，２つの吸収体３０，４０は，それぞれ，圧搾線３１，４
１によって周囲を囲われた非圧搾領域３２，４２を複数有していることとしてもよい。こ
の場合に，一方の吸収体の圧搾線の少なくとも一部が，他方の吸収体の非圧搾領域に重な
ることが好ましい。
【００１５】
　上記構成のように，非圧搾領域３２，４２は圧搾線３１，４１によって周囲を囲われた
部位であるため，この非圧搾領域３２，４２にも体液を導きやすくなる。また，少なくと
も一方の吸収体の圧搾線の一部が他方の吸収体の非圧搾領域に重なっていることで，圧搾
線を通じて拡散した体液を，非圧縮領域に導入しやすくなる。
【００１６】
　本発明の吸収性物品において，２つの吸収体３０，４０は，それぞれ，圧搾線３１，４
１が交差した交点部３３，４３を複数有していることとしてもよい。この場合に，一方の
吸収体の交点部の少なくとも一部が，他方の吸収体の非圧搾領域に重なることが好ましい
。
【００１７】
　上記構成のように，各吸収体３０，４０に形成された交点部３３，４３では圧搾線３１
，４１が交差しているため，体液が滞留しやすくなっている。そして，この一方の吸収体
の交点部を他の吸収体の非圧搾領域に重ねることで，交点部に滞留した体液を非圧搾領域
に効果的に浸透させることが可能となる。
【００１８】
　本発明の吸収性物品において，各吸収体３０，４０が交点部３３，４３を複数有してい
る場合，一方の吸収体の交点部と他方の吸収体の交点部とが，少なくとも部分的に重なる
ことが好ましい。すなわち，一方の吸収体に形成された複数の交点部のうちの少なくとも
一部が，他方の吸収体に形成された複数の交点部のうちの少なくとも一部と重なっていれ
ばよい。
【００１９】
　上記構成のように，各吸収体の交点部同士を重ねることで，この重なった交点部を介し
て，一方の吸収体から他方の吸収体へと体液を効果的に流通させることができる。つまり
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，一方の吸収体の圧搾線に沿って拡散した体液は，一度交点部で滞留することになるが，
その際に他方の吸収体の交点を通じて，他方の吸収体の圧搾線へと移る。このように，各
吸収体の交点部同士を重ねることで，両吸収体の圧搾線の液拡散機能を効果的に発揮でき
る。
【００２０】
　本発明において，２つの吸収体は，トップシート１０側に位置する第１の吸収体３０と
，バックシート２０側に位置する第２の吸収体４０であるとする。この場合に，第２の吸
収体４０は，第１の吸収体３０側の面が窪んだ圧搾線４１が形成されており，当該圧搾線
４１が形成された部位において第１の吸収体３０との間に隙間が形成されていることが好
ましい。
【００２１】
　上記構成のように，第１の吸収体３０と第２の吸収体４０との間に隙間が形成されてい
ることで，トップシート１０側から第１の吸収体３０に吸収された体液が，当該隙間へと
流れ込み，第２の吸収体４０に効果的に拡散されるようになる。
【００２２】
　本発明の吸収性物品において，第１の吸収体３０は，第２の吸収体側の面が窪んだ圧搾
線３１が形成されており，当該圧搾線３１が形成された部位において第２の吸収体４０と
の間に隙間が形成されていることが好ましい。
【００２３】
　上記構成のように，第１の吸収体３０の裏側の面を窪ませた圧搾線３１を形成すること
で，第１の吸収体３０に浸透した体液が第２の吸収体４０へと流れ落ちやすくなる。
【００２４】
　本発明の吸収性物品は，さらに，トップシート１０と第１の吸収体３０との間，又は，
バックシート２０と第２の吸収体４０との間に，第３の吸収体７０を備えることとしても
よい。この場合，第３の吸収体７０も，第１の吸収体３０及び第２の吸収体４０と同様に
，当該吸収体が厚み方向に窪んだ圧搾線７１を複数有していることが好ましい。
【００２５】
　上記構成のように，第３の吸収体７０をさらに備えることで，吸収性本体全体の吸収量
を向上させることができる。また，第３の吸収体７０にも圧搾線７１を形成することで，
液拡散性を維持できる。
【００２６】
　本発明の吸収性物品において，一方の吸収体の前記圧搾線は，吸収性物品の長手方向に
向かって延びるものであり，他方の吸収体の圧搾線は，吸収性物品の幅方向に向かって延
びるものであることとしてもよい。
【００２７】
　上記構成のように，長手方向に延びる一方の吸収体の圧搾線と，幅方向に延びる他方の
吸収体の圧搾線を交差させることで，体液を長手方向に拡散させると同時に，幅方向にも
拡散させることが可能となる。特に，体液は長手方向に拡散しにくく，体液は幅方向の端
部から漏れやすい。このため，上層に配置された吸収体に長手方向に延びる圧搾線を形成
し，下層に配置された吸収体に幅方向に延びる圧搾線を形成することが好ましい。これに
より，最初に上層の吸収体に接触した体液を長手方向に拡散させ，その後，下層の吸収体
に浸透した体液を補助的に幅方向へと拡散させることができる。その結果，体液を長手方
向に効率良く拡散させることができると同時に，幅方向の端部からの漏出を防止できる。
【００２８】
　本発明の吸収性物品において，一方の吸収体は，圧搾線によって周囲を囲われた非圧搾
領域を複数有しており，他方の吸収体の圧搾線は，吸収性物品の長手方向に向かって延び
るものか，又は吸収性物品の幅方向に向かって延びるものであってもよい。
【００２９】
　上記構成のように，一方の吸収体に形成された圧搾線を，例えば格子状のパターンとし
て，圧搾線によって周囲を囲われた非圧搾領域を形成し，他方の吸収体に形成された圧搾
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線を長手方向又は幅方向に向かって延びるように形成することもできる。このような形態
によっても，２つの吸収体の圧搾線３１，４１は，平面方向からみて少なくとも部分的に
交差することとなるため，非圧搾領域に効果的に体液を拡散させ，広い範囲で体液を吸収
することが可能となる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば，体液の吸収量を高めつつ拡散性を向上させるために吸収体に圧搾線を
形成した吸収性物品において，圧搾線を密に形成しなくても，非圧搾領域に効果的に体液
を拡散させ，広い範囲で体液を吸収することが可能となる。その結果，吸収性物品の着用
感を損なうことなく，吸収体の端部からの体液の漏れを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は，第１の実施形態に係る吸収性物品を示した平面図である。
【図２】図２は，図１に示したII－II線における断面図である。
【図３】図３は，第１の実施形態に係る吸収性物品の上層吸収体と下層吸収体を分離した
状態を示している。
【図４】図４は，第１の実施形態に係る吸収性物品の上層吸収体と下層吸収体を重ねた状
態を示している。
【図５】図５は，上層吸収体と下層吸収体に形成された圧搾線のパターンの拡大図である
。
【図６】図６は，第２の実施形態に係る吸収性物品の上層吸収体と下層吸収体を分離した
状態を示している。
【図７】図７は，第２の実施形態に係る吸収性物品の上層吸収体と下層吸収体を重ねた状
態を示している。
【図８】図８は，上層吸収体と下層吸収体に形成された圧搾線のパターンの拡大図である
。
【図９】図９は，第３の実施形態に係る吸収性物品の上層吸収体と下層吸収体を分離した
状態を示している。
【図１０】図１０は，第３の実施形態に係る吸収性物品の上層吸収体と下層吸収体を重ね
た状態を示している。
【図１１】図１１は，上層吸収体と下層吸収体の断面形状の例を示している。
【図１２】図１２は，上層吸収体，下層吸収体，及び追加吸収体の断面形状の例を示して
いる。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下，図面を用いて本発明を実施するための形態について説明する。本発明は，以下に
説明する形態に限定されるものではなく，以下の形態から当業者が自明な範囲で適宜変更
したものも含む。
【００３３】
　本願明細書において，「Ａ～Ｂ」とは，「Ａ以上Ｂ以下」であることを意味する。
　また，本願明細書において，「長手方向」とは，吸収性物品のうち，着用者の腹部側に
位置する前身頃と着用者の背部側に位置する後身頃とを結ぶ方向を意味する。また，「幅
方向」とは，吸収性物品の長手方向に平面的に直交する方向を意味する。本願の図１にお
いて，吸収性物品の長手方向はＹ軸で示されており，吸収性物品の幅方向はＸ軸で示され
ている。
　また，本願明細書において，「肌対向面」とは，吸収性物品の着用時において着用者の
肌に対向する面を意味する。また，「肌非対向面」とは，吸収性物品の着用時において着
用者の肌に対向しない面を意味している。
【００３４】
［１．第１の実施形態］
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　図１から図５を参照して，本発明の第１の実施形態に係る吸収性物品について説明する
。第１の実施形態に係る吸収性物品は，大型の尿とりパッドとして構成されている。図１
は，吸収性物品１００全体の平面図であり，図２は，図１に示されたII－II線における断
面形状を模式的に示している。なお，図２の断面図においては，吸収性物品１００の構成
を分かりやすく示すために，各種の構成部材の間に隙間を設けて描画しているが，実際に
は構成部材の間には隙間はほとんど形成されない。
【００３５】
　図１に示されるように，吸収性物品１００は，着用者の腹部側に位置する前身頃１と，
着用者の背部側に位置する後身頃２と，これらの間に位置する股下部３とに，長手方向に
区分することができる。具体的に説明すると，吸収性物品１００は，その平面視において
，ひょうたん型若しくは砂時計型と表現することのできる形状となっている。すなわち，
吸収性物品１００は，股下部３に，吸収性物品１００の横幅が最も狭くなった部位である
くびれ部が存在する。他方で，吸収性物品１００の前身頃１と後身頃２には，股下部３の
くびれ部よりも幅方向の左右外側に延出する部位であるサイドフラップが存在する。つま
り，サイドフラップが形成された部分において，前身頃１と後身頃２の横幅は，股下部３
のくびれ部における横幅よりも広く形成されている。このように，吸収性物品１００はひ
ょうたん型（砂時計型）とすることができる。ただし，吸収性物品１００の形状は適宜変
更することができ，例えば単純な矩形状とすることも可能である。
【００３６】
　また，図１及び図２に示されるように，吸収性物品１００は，基本的に，液透過性のト
ップシート１０と，液不透過性のバックシート２０と，これらの間に介在する複数の吸収
体３０，４０を有している。本願明細書において，トップシート１０側に位置する吸収体
を「上層吸収体３０」（第１の吸収体）とし，バックシート２０側に位置する吸収体を「
下層吸収体４０」（第２の吸収体）とする。図２の断面図に示されるように，上層吸収体
３０と下層吸収体４０は，その厚み方向に重ねられている。また，上層吸収体３０と下層
吸収体４０は，両者の相対的位置がずれないように，ホットメルト接着剤などの接着剤を
利用して接合されている。トップシート１０は，積層された吸収体３０，４０の肌対向面
側を被覆しており，バックシート２０は，積層された吸収体３０，４０の肌非対向面側を
被覆している。図１及び図２に示されるように，各吸収体３０，４０の周囲においては，
トップシート１０とバックシート２０が，ホットメルト接着剤や，ヒートシール，あるい
は超音波シールなどによって互いに接合されている。これにより，各吸収体３０，４０は
，トップシート１０とバックシート２０の接合部によって周囲を囲われたものとなる。ま
た，吸収性物品１００の幅方向左右両側に，一対の立体ギャザー５０が形成されている。
一対の立体ギャザー５０は，吸収体の左右両側において起立するものであり，尿漏れを防
ぐための防漏壁として機能する。さらに，吸収性物品１００は，バックシート２０の肌非
対向面を覆うカバーシート６０を備えていてもよい。以下，吸収性物品１００を構成する
各部材について説明する。
【００３７】
　トップシート１０は，着用者の股下の肌に直接接し，尿などの体液を吸収体３０，４０
へ透過させるためのシート状の部材である。このため，トップシート１０は，柔軟性が高
い液透過性材料で構成される。トップシート１０を構成する液透過性材料の例は，織布，
不織布，又は多孔性フィルムである。また，例えばポリプロピレンやポリエチレン，ポリ
エステル，ナイロンのような熱可塑性樹脂の繊維を親水化処理してさらに不織布にしたも
のを用いることとしてもよい。不織布としては，エアスルー不織布，ポイントボンド不織
布，スパンボンド不織布，メルトブロー不織布などを挙げることができる。
【００３８】
　バックシート２０は，トップシート１０を透過して吸収体３０，４０に吸収された体液
が，おむつの外部へ漏出することを防止するためのシート状の部材である。このため，バ
ックシート２０は，液不透過性材料によって構成されることが好ましい。バックシート２
０を構成する液不透過材料の例は，ポリエチレン樹脂からなる液不透過性のフィルムであ



(9) JP 2017-136135 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

る。特に，バックシート２０としては，液不透過性を維持しつつ通気性を確保するために
，０．１～４μｍの微細な孔が複数形成された微多孔性ポリエチレンフィルムを用いるこ
とが好ましい。
【００３９】
　吸収体３０，４０は，尿などの体液を吸収し，吸収した体液を保持するための部材であ
る。吸収体３０，４０は，液透過性のトップシート１０と，液不透過性のバックシート２
０の間に配置される。上層吸収体３０と下層吸収体４０は，ホットメルト接着剤などによ
って接合し，互いの相対位置がずれないようにされていることが好ましい。各吸収体３０
，４０は，吸収性材料３４，４４と，それを被覆するコアラップシート３５，４５によっ
て構成されている。吸収性材料３４，４４としては，例えば，針葉樹や広葉樹などの繊維
材料を解砕してなるフラッフパルプや，高吸水性ポリマー（ＳＡＰ），親水性シートを用
いることとしてもよい。また，吸収性材料３４，４４としては，フラッフパルプ，高吸水
性ポリマー，又は親水性シートのうち１種類を単独で用いてもよいし，２種類以上を組合
せて併用することもできる。一般的に，吸収性材料３４，４４は，フラッフパルプの中に
高吸水性ポリマーを散布したものによって構成される。コアラップシート３５，４５は，
吸収性材料３４，４４を覆うことによってその形状を保持するためのシート部材である。
コアラップシート３５，４５としては，液透過性を有するシート部材が用いられる。コア
ラップシート３５，４５の例は，ティッシュペーパのような薄葉紙や，公知の不織布を用
いることができる。
【００４０】
　また，本発明において，上層吸収体３０と下層吸収体４０の大きさは異なることが好ま
しい。特に，本発明において，上層吸収体３０の長さ及び幅は，下層吸収体４０の長さ及
び幅よりも小さくなっていることが好ましい。この場合に，上層吸収体３０は，吸収性物
品１００の股下部３を中心に，下層吸収体４０の上に重ねて配置される。これにより，体
液の排泄量が多い股下部３における吸収量を増加させることができる。ただし，上層吸収
体３０と下層吸収体４０の大きさ及び形状は全く同一であってもよい。
【００４１】
　一対の立体ギャザー５０は，吸収体の左右両側において起立するものであり，尿漏れを
防ぐための防漏壁となる。立体ギャザー５０は，一般的に，サイドシート５１と一又は複
数の弾性伸縮部材５２によって構成される。サイドシート５１は，股下部３においては，
幅方向の外側部分がトップシート１０やバックシート２０の肌対向面側に接合され，幅方
向の内側部分は接合される開放されている。そして，開放されたサイドシート５１の内側
端部に，一又は複数の弾性伸縮部材５２が，長手方向の沿った伸長状態で固定されている
。このため，弾性伸縮部材５２が収縮すると，サイドシート５１の内側端部が弾性伸縮部
材５２の収縮力によって立ち上がるとともに，弾性伸縮部材５２が収縮した部位に皺（ギ
ャザー）が形成される。サイドシート５１としては，例えば，カードエンボスやスパンボ
ンド等の製法により得られた不織布シートを使用することができ，特に防水性及び通気性
が高いＳＭＳやＳＭＭＳ等の不織布シートを用いることが好ましい。
【００４２】
　カバーシート６０は，バックシート２０を補強し，かつ，その手触りを良くするための
部材である。カバーシート６０は，バックシート２０の肌非対向面側に貼り合わせられる
。カバーシート６０を構成する材料としては，織布や不織布が用いられる。特に，カバー
シート６０を構成する材料として，ポリエチレン，ポリプロピレン，ポリエステルのよう
な熱可塑性樹脂からなる不織布又は湿式不織布を用いることが好ましい。
【００４３】
　図１及び図２に示されるように，本発明に係る吸収性物品１００は，各吸収体３０，４
０に，当該吸収体３０，４０を厚み方向に窪ませた圧搾線３１，４１が複数形成されてい
る点を特徴の一つとしている。つまり，圧搾線３１，４１は，上層吸収体３０と下層吸収
体４０のそれぞれに複数形成されている。圧搾線３１，４１は，肌対向面側と肌非対向面
側の両側又はいずれか一方側から各吸収体３０，４０を部分的に押圧して圧縮することに



(10) JP 2017-136135 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

よって形成することが可能である。このため，圧搾線３１，４１が形成された部位におい
ては，各吸収体３０，４０における吸収性材料３４，４４の密度が高まることとなる。そ
して，上層吸収体３０に形成された圧搾線３１と下層吸収体４０に形成された圧搾線４１
は，平面方向からみたときに少なくとも部分的に互いに交差するパターンをなしている。
以下では，上層吸収体３０に形成された圧搾線３１のパターンと，下層吸収体４０に形成
された圧搾線４１のパターンについて詳しく説明する。
【００４４】
　図３（ａ）及び（ｂ）は，上層吸収体３０と下層吸収体４０を概念的に分離して横に並
べて表示した平面図である。また，図３（ｃ）及び（ｄ）は，III－III線における各吸収
体３０，４０の断面形状を模式的に示している。また，図４（ａ）は，上層吸収体３０と
下層吸収体４０を重ねた状態を示しており，図４（ｂ）は，IV－IV線における吸収体の断
面形状を模式的に示している。さらに，図５は，上層吸収体３０に形成された圧搾線３１
のパターンと，下層吸収体４０に形成された圧搾線４１のパターンを拡大して示したもの
である。
【００４５】
　図３から図５に示されるように，上層吸収体３０には，圧搾線３１が方形格子状のパタ
ーンで形成されている。ここにいう「方形格子状のパターン」とは，長手方向と平行に延
びる複数の圧搾線と幅方向と平行に延びる複数の圧搾線とが交差して，四角形状の非圧搾
領域が区画されるパターンをいう。特に，本実施形態において，上層吸収体３０における
圧搾線３１のパターンは，圧搾線３１によって四方を囲われた非圧搾領域３２がすべて正
方形状となる規則的なパターン（正方形格子状のパターン）となっている。このように，
上層吸収体３０には，複数の圧搾線３１と，圧搾線３１によって周囲を囲われた非圧搾領
域３２と，圧搾線３１が交差した交点部３３が形成されているものと観念することができ
る。以下では便宜的に，上層吸収体３０における圧搾線３１を「上側圧搾線３１」，非圧
搾領域３２を「上側非圧搾領域３２」，交点部３３を「上側交点部３３」と称する。
【００４６】
　一方で，下層吸収体４０には，圧搾線４１が斜方形格子状のパターンで形成されている
。ここにいう「斜方形格子状のパターン」とは，長手方向及び幅方向に対して傾斜した方
向に延びる複数の圧搾線が交差して，斜方形（菱形）の非圧搾領域が区画されるパターン
をいう。特に，本実施形態において，下層吸収体４０における圧搾線４１のパターンは，
圧搾線４１によって四方を囲われた非圧搾領域４２がすべて正斜方形（正菱形）となる規
則的なパターン（正斜方形格子状のパターン）となっている。このように，下層吸収体４
０においても，複数の圧搾線４１と，圧搾線４１によって周囲を囲われた非圧搾領域４２
と，圧搾線４１が交差した交点部４３が形成されているものと観念することができる。以
下では便宜的に，下層吸収体４０における圧搾線４１を「下側圧搾線４１」，非圧搾領域
４２を「下側非圧搾領域４２」，交点部４３を「下側交点部４３」と称する。
【００４７】
　また，本実施形態において，上側圧搾線３１は，上層吸収体３０を肌対向面側から圧縮
して窪ませることにより形成されたものである。同様に，下側圧搾線４１は，下層吸収体
４０を肌対向面側から圧縮して窪ませることにより形成されたものである。このため，下
層吸収体４０に下側圧搾線４１が形成された部位には，上層吸収体３０と下層吸収体４０
を重ねた状態において両者の間に隙間が形成されることとなる。
【００４８】
　図４及び図５は，正方形格子状の上側圧搾線３１のパターンと，正斜方形格子状の下側
圧搾線４１のパターンを重ねた状態を示している。各図からわかるように，本実施形態に
おいて，上側非圧搾領域３２の面積は，下側非圧搾領域４２の面積よりも大きくなってい
る。このため，上層吸収体３０と下層吸収体４０を重ねたときに，上側非圧搾領域３２（
正方形）の範囲の中に，下側非圧搾領域４２（正斜方形）が収まることとなる。
【００４９】
　また，本実施形態では，ある上側非圧搾領域３２（正方形）を画定する４辺の上側圧搾
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線３１に，それぞれ，ある下側非圧搾領域４２（正斜方形）を画定する４つの下側交点部
４３が重なっている。このため，図４及び図５に示されるように，上側非圧搾領域３２（
正方形）の範囲に下側非圧搾領域４２（正斜方形）がピッタリと収まっていることがわか
る。すなわち，上側非圧搾領域３２（正方形）の中心（対角線の交点）と，下側非圧搾領
域４２（正斜方形）の中心（対角線の交点）が一致している。さらに，図３に示したよう
に，上側非圧搾領域３２（正方形）の長手方向の長さＬは，下側非圧搾領域４２（正斜方
形）の長手方向に沿った対角線の長さＤ１とほぼ等しい（Ｌ＝Ｄ１）。また，上側非圧搾
領域３２（正方形）の幅方向の長さＢは，下側非圧搾領域４２の幅方向に沿った対角線の
長さＤ２とほぼ等しい（Ｂ＝Ｄ２）。なお，本願明細書における「ほぼ」とは，±５％の
誤差を許容することを意味する。これらの条件を満たすことで，上側非圧搾領域３２（正
方形）を画定する４辺の上側圧搾線３１に，それぞれ，ある下側非圧搾領域４２（正斜方
形）を画定する４つの下側交点部４３が重なることとなる。
【００５０】
　また，図４及び図５に示されるように，上側交点部３３は，それぞれ，下側非圧搾領域
４２（正斜方形）の中心（対角線の交点）に重なっている。別の見方をすれば，複数の下
側非圧搾領域４２（正斜方形）には，上側交点部３３が重なるものと，上側交点部３３が
重ならないものとが存在する。図４及び図５に示した例では，下側非圧搾領域４２の複数
の列のうち，１列おきに，上側交点部３３が重なるものの列と，上側交点部３３が重なら
ないものの列が交互に並んでいることがわかる。同様に，下側非圧搾領域４２の複数の行
のうち，１行おきに，上側交点部３３が重なるものの行と，上側交点部３３が重ならない
ものの行が交互に並んでいることがわかる。
【００５１】
　上記のように，上側圧搾線３１のパターン（正方形格子状）と下側圧搾線４１のパター
ン（正斜方形格子状）を形成することで，１つの吸収体に圧搾線を密に形成しなくても，
非圧搾領域に効果的に体液を拡散させ，２層の吸収体全体の広い範囲で体液を吸収できる
。つまり，上層吸収体３０の上側圧搾線３１に沿って拡散した体液が，下層吸収体４０の
下側非圧搾領域４２に吸収されることになる。このため，上層吸収体３０の上側圧搾線３
１に沿って拡散した体液が端部に到達しにくくなり，外部へと漏れ出す事態を効果的に防
止できる。また，２層の吸収体３０，４０の広い範囲で体液を吸収できるようになるため
，体液の吸収量が向上するとともに，長時間の着用であっても着用者に対して不快感を与
えにくい。各吸収体３０，４０に形成された交点部３３，４３では，圧搾線３１，４１が
交差しているため，体液が滞留しやすくなっている。そこで，上層吸収体３０の上側交点
部３３を下層吸収体４０の下側非圧搾領域４２に重ねることで，上側交点部３３に滞留し
た体液を下側非圧搾領域４２に効果的に浸透させることが可能となる。
【００５２】
　また，本実施形態のように，上側交点部３３が重なる下側非圧搾領域４２の列及び行を
１列置き及び１行置きとすることで，上層吸収体３０に浸透した体液を，より遠くの領域
まで拡散させることができる。このため，上層吸収体３０に浸透した体液を，下層吸収体
４０の広い範囲に拡散及び浸透させることが可能となる。
【００５３】
　また，圧搾線は，溝として液体を流す機能と，圧搾部周辺の非圧搾領域に毛細管現象を
利用して液体を圧搾部に沿って拡散させる機能がある。溝として機能しない形態で使われ
た場合においても，一方の吸収体の圧搾線から他方の吸収体の圧搾線又は非圧搾領域へと
液体の受け渡しが起こる。その理由は次の通りである。すなわち，圧搾線は，吸収体を構
成する吸収性材料を圧力で潰したものである。このため，圧搾線が形成された部位におい
て吸収体が液体を吸収すると厚さが変化する。すなわち，圧搾線にあるパルプやＳＡＰが
吸液すると，時間をかけてパルプ間の間隔が緩み，またＳＡＰは膨潤するため，圧搾線が
徐々に浅くなり，最後には膨潤後の非圧搾領域と厚みがほぼ同じになる。このように，圧
搾線は吸収前には深さがあっても吸液が進行するとともに徐々に深さが浅くなる。このた
め，一方の吸収体の圧搾線からそれに重なる他方の吸収体に設けられた圧搾線又は非圧搾
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領域に液体を受け渡しやすくなる。つまり，最初の状態で圧搾線は溝となっているため，
液体がこの圧搾線に優先して流れ込む。そして，圧搾線が形成された部位は吸液が進むと
圧搾線が膨潤するため，前述のとおり，膨潤した圧搾線に重なる他方の吸収体に設けられ
た圧搾線又は非圧搾領域へと液体が移動する。
【００５４】
　ここで，吸収性物品の構成要素に関する具体的な数値について説明する。例えば，各吸
収体３０，４０の厚み，すなわち非圧搾領域３２，４２の厚みは，５ｍｍ～２０ｍｍであ
ることが好ましく，特に８ｍｍ～１５ｍｍであることが好ましい。また，圧搾線３１，４
１が形成された部位における各吸収体３０，４０の厚みは，１ｍｍ～１０ｍｍであること
が好ましく，特に２ｍｍ～５ｍｍであることが好ましい。ただし，当然のことながら，圧
搾線３１，４１が形成された部位の厚みは，非圧搾領域３２，４２の厚みよりも小さくな
る。例えば，圧搾線３１，４１が形成された部位の厚みは，非圧搾領域３２，４２の厚み
に対して，３％～５０％であり，特に５％～２０％であることが好ましい。
【００５５】
　また，各圧搾線３１，４１の幅は，１ｍｍ～５ｍｍであることが好ましく，特に２ｍｍ
～４ｍｍであることが好ましい。また，図２に示した上側非圧搾領域３２の長さＬは，１
０ｍｍ～５０ｍｍであることが好ましく，特に２０ｍｍ～４０ｍｍ，あるいは３０ｍｍで
あることが好ましい。上側非圧搾領域３２の幅Ｂの好ましい数値範囲は，前述した長さＬ
と同様である。長さＬと幅Ｂは，ほぼ等しいことが好ましいが，異なっていてもよい。つ
まり，上側非圧搾領域３２の形状は，正方形に限られず，その他の四角形とすることも可
能である。また，図２に示した下側非圧搾領域４２の長手方向における対角線の長さＤ１
は，１０ｍｍ～５０ｍｍであることが好ましく，特に２０ｍｍ～４０ｍｍ，あるいは３０
ｍｍであることが好ましい。下側非圧搾領域４２の幅方向における対角線の長さＤ２の好
ましい数値範囲は，前述した長さＤ１と同様である。長さＤ１と長さＤ２は，ほぼ等しい
ことが好ましいが，異なっていてもよい。つまり，下側非圧搾領域４２の形状は，正斜方
形（正菱形）に限られず，その他の斜方形とすることも可能である。また，前述のように
，長さＬと長さＤ１がほぼ等しく，幅Ｂと長さＤ２がほぼ等しくなることが好ましい実施
形態であるが，本発明はこれに限定されない。
【００５６】
　また，各吸収体３０，４０に形成された圧搾線３１，４１は，股下部近傍に排出された
体液を前身頃及び後身頃まで広く拡散することができるように，長手方向に亘って広い範
囲に形成されていることが好ましい。具体的には，圧搾線３１，４１が形成された領域の
長手方向の長さは，各吸収体３０，４０の長手方向の長さに対して６０％以上であること
が好ましく，６０％～１００％，７０％～１００％，又は８０％～１００％であることが
特に好ましい。また，各吸収体３０，４０に形成された圧搾線３１，４１は，幅方向の中
心近傍に排出された体液を幅方向外側に広く拡散することができるように，幅方向に亘っ
て広い範囲に形成されていることが好ましい。具体的には，圧搾線３１，４１が形成され
た領域の幅方向の最大幅は，各吸収体３０，４０の幅方向の最少幅に対して６０％以上で
あることが好ましく，６０％～１００％，７０％～１００％，又は８０％～１００％であ
ることが特に好ましい。
【００５７】
　なお，本実施形態では，上側圧搾線３１が，非圧搾領域の面積が比較的大きくなる正方
形格子状のパターンで形成され，下側圧搾線４１が，非圧搾領域の面積が比較的小さくな
る正斜方形格子状のパターンで形成されている例を説明した。ただし，この圧搾線のパタ
ーンは，上側圧搾線３１と下側圧搾線４１とで入れ替えることもできる。つまり，前述し
た正方形格子状のパターンを下側圧搾線４１のパターンとして適用し，正斜方形格子状の
パターンを上側圧搾線３１のパターンとして適用することも可能である。
【００５８】
　また，図では，圧搾線３１，４１が，各吸収体３０，４０を構成する吸収性材料３４，
４４及びコアラップシート３５，４５の両方を窪ませることにより形成された例を示して
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いる。ただし，圧搾線３１，４１は，少なくとも吸収性材料３４，４４を圧縮して窪ませ
ることにより形成されたものであればよい。つまり，吸収性材料３４，４４を圧縮して圧
搾線３１，４１を形成した後に，その吸収性材料３４，４４を被覆するようにコアラップ
シート３５，４５を接合することとしてもよい。この意味において，圧搾線３１，４１は
，各吸収体３０，４０を構成する吸収性材料３４，４４に形成されていれば足りる。
【００５９】
［２．第２の実施形態］
　続いて，図６から図８を参照して，本発明の第２の実施形態に係る吸収性物品について
説明する。第２の実施形態については，前述した第１の実施形態と同じ構成について説明
を省略し，第１の実施形態と異なる構成を中心に説明を行う。
【００６０】
　図６（ａ）及び（ｂ）は，上層吸収体３０と下層吸収体４０とを分離して示しており，
図６（ｃ）及び（ｄ）は，VI－VIにおける断面形状を示している。図７（ａ）は，上層吸
収体３０と下層吸収体４０を重ねた状態を示し，図７（ｂ）は，VII－VIIにおける断面形
状を示している。また，図８は，上層吸収体３０に形成された圧搾線３１のパターンと，
下層吸収体４０に形成された圧搾線４１のパターンを拡大して示したものである。なお，
図６及び図７では，概念的に，上層吸収体３０と下層吸収体４０のみを抽出して示してい
る。図６及び図７において図示は省略しているが，ここで説明する第２の実施形態も，前
述した第１の実施形態と同様に，少なくともトップシート１０とバックシート２０を備え
るものであり，さらに一対の立体ギャザー５０及びカバーシート６０を備えていてもよい
。
【００６１】
　第２の実施形態は，各吸収体３０，４０に形成された圧搾線３１，４１のパターンが，
第１の実施形態とは異なっている。図６から図８に示されるように，上層吸収体３０には
，上側圧搾線３１が正斜方形格子状のパターンで形成されており，下層吸収体４０には，
下側圧搾線４１が正方形格子状のパターンで形成されている。ここにいう正斜方形格子状
のパターンと正方形格子状のパターンは，第１の実施形態で説明したものと基本的に同じ
である。ただし，第２の実施形態では，上層吸収体３０と下層吸収体４０とを重ねた状態
において，上層吸収体３０に形成された正斜方形格子状のパターンと下層吸収体４０に形
成された正方形格子状のパターンの相対的な位置関係が，第１の実施形態とは異なってい
る。
【００６２】
　図７及び図８に示されるように，第２の実施形態では，各吸収体３０，４０を重ねた状
態において，上層吸収体３０の上側交点部３３と下層吸収体４０の下側交点部４３とが重
なっている。さらに，上層吸収体３０における複数の上側交点部３３の中には，下層吸収
体４０の下側非圧搾領域４２の中心（対角線の交点）と重なるものが存在する。特に，上
層吸収体３０の上側圧搾線３１のパターンと下層吸収体４０の下側圧搾線４１のパターン
とが重なる範囲においては，全ての下側非圧搾領域４２の範囲内に，上側交点部３３が存
在していることとなる。このため，第２の実施形態では，正方形状をなす下側非圧搾領域
４２の対角線に相当する位置に，上側圧搾線３１が重なっていることがわかる。さらに，
第２の実施形態では，上側非圧搾領域３２の範囲内に下側圧搾線４１が重なっていること
がわかる。
【００６３】
　このように，第２の実施形態では，上側非圧搾領域３２の範囲内に下側圧搾線４１が重
なり，下側非圧搾領域４２の範囲内に上側圧搾線３１及び上側交点部３３が重なり，且つ
，上側交点部３３と下側交点部４３とが重なっている。従って，上層吸収体３０の上側圧
搾線３１に沿って拡散した体液は，下層吸収体４０に落ちて下側非圧搾領域４２に吸収さ
れる。また，上層吸収体３０の上側交点部３３に滞留した体液は，下層吸収体４０に落ち
，下側交点部４３を通じて下側圧搾線４１に沿って拡散する。さらに，下層吸収体４０の
下側圧搾線４１に沿って拡散した体液は，上層吸収体３０の上側非圧搾領域３２に吸収さ
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れる。また，下側圧搾線４１は，上側圧搾線３１の格子状パターンの対角線方向に体液を
拡散することもできる。これにより，このようなパターンを形成することで，従来では吸
収時間が遅いとされていた非圧搾領域３２，４２にも迅速に体液を導くことが可能となる
。
【００６４】
　このように，第２の実施形態のパターンは，第１の実施形態のパターンと比較して，体
液の吸収速度が早いものであるといえる。これに対して，第１の実施形態のパターンは，
第２の実施形態のパターンと比較して，体液の拡散範囲が広いものであるといえる。第１
の実施形態のパターンと第２の実施形態のパターンのいずれを採用するかは，吸収性物品
に求められる性能を考慮して適宜決定すればよい。
【００６５】
　なお，各圧搾線３１，４１の幅，上側非圧搾領域３２の長手方向における対角線の長さ
Ｄ１や幅方向における対角線の長さＤ２，あるいは下側非圧搾領域４２の長手方向の長さ
Ｌや幅Ｂの値については，前述した第１の実施形態と同様の範囲とすることが好ましい。
【００６６】
［３．第３の実施形態］
　続いて，図９から図１０を参照して，本発明の第３の実施形態に係る吸収性物品につい
て説明する。図９（ａ）及び（ｂ）は，上層吸収体３０と下層吸収体４０とを分離して示
しており，図９（ｃ）及び（ｄ）は，IX－IXにおける断面形状を示している。図１０（ａ
）は，上層吸収体３０と下層吸収体４０を重ねた状態を示し，図１０（ｂ）は，X－Xにお
ける断面形状を示している。図９及び図１０は，概念的に，上層吸収体３０と下層吸収体
４０のみを抽出して示している。図示は省略しているが，ここで説明する第３の実施形態
も前述した第１の実施形態と同様に，少なくともトップシート１０とバックシート２０を
備えるものであり，さらに一対の立体ギャザー５０及びカバーシート６０を備えていても
よい。
【００６７】
　第３の実施形態において，上層吸収体３０には，長手方向に延びる上側圧搾線３１が複
数形成されている。図示した例において，上層吸収体３０は，幅方向の中央に位置する中
央圧搾線３１ａと，左方に位置する左圧搾線３１ｂと，右方に位置する右圧搾線３１ｃを
有する。各圧搾線３１ａ，３１ｂ，３１ｃは，上層吸収体３０の前身頃から股下部を通り
後見頃まで延びている。中央圧搾線３１ａは，長手方向に沿って全体が一直線状に形成さ
れている。これに対して，左圧搾線３１ｂと右圧搾線３１ｃは，それぞれ，前身頃１側の
端部に位置する直線状の前側直線部３６ａ，後見頃側の端部に位置する直線状の後側直線
部３６ｂ，及び股下部３において前側直線部３６ａと後側直線部３６ｂよりも幅方向の内
側に位置する直線状の股下直線部３６ｃに分かれている。さらに，左圧搾線３１ｂと右圧
搾線３１ｃは，それぞれ，前側直線部３６ａと股下直線部３６ｃを繋ぐように斜めに傾斜
した前側傾斜部３６ｄと，後側直線部３６ｂと股下直線部３６ｃを繋ぐように斜めに傾斜
した後側傾斜部３６ｅを有している。これにより，中央圧搾線３１ａと左右の圧搾線３１
ｂ，３１ｃの間の間隔は，前身頃側及び後見頃側において比較的離れており，股下部にお
いて比較的近いものとなっている。上層吸収体３０の股下部は，着用者の股下から排泄さ
れた体液に触れやすい部位であるため，この部位における圧搾線３１の間隔を小さくする
ことで，長手方向に向かって体液を拡散しやすくなる。なお，本実施形態において，上層
吸収体３０には，幅方向に向かって延びる圧搾線は形成されていない。このため，上層吸
収体３０には圧搾線の交点部が存在しない。
【００６８】
　一方，下層吸収体４０には，幅方向に延びる下側圧搾線４１が複数形成されている。図
示した例において，下層吸収体４０には，幅方向に沿って延びる直線状の下側圧搾線４１
が，前身頃から後見頃にかけて長手方向に規則的な間隔で配置されている。なお，本実施
形態において，下層吸収体４０には，長手方向に向かって延びる圧搾線は形成されていな
い。このため，下層吸収体４０には圧搾線の交点部が存在しない。
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【００６９】
　上記した上層吸収体３０と下層吸収体４０を厚み方向に重ねると，図１０に示されるよ
うに，上層吸収体３０の上側圧搾線３１と下層吸収体４０の下側圧搾線４１とが交差する
。このように，長手方向に延びる複数の上側圧搾線３１と，幅方向に延びる他方の吸収体
の圧搾線を交差させることで，体液を長手方向に拡散させると同時に，幅方向にも拡散さ
せることが可能となる。特に，体液は長手方向に拡散しにくく，また体液は幅方向の端部
から漏れやすい。このため，上層吸収体３０に長手方向に延びる上側圧搾線３１を形成し
，下層吸収体４０に幅方向に延びる下側圧搾線４１を形成する。これにより，最初に上層
吸収体３０に接触した体液を長手方向に拡散させ，その後，下層吸収体４０に浸透した体
液を補助的に幅方向へと拡散させることができる。その結果，体液を長手方向に効率良く
拡散させることができると同時に，幅方向の端部からの漏出を防止できる。
【００７０】
［４．吸収体の断面形状の例］
　前述した第１，第２，及び第３の実施形態においては，上層吸収体３０及び下層吸収体
４０の肌対向面側を窪ませた圧搾線３１，４１を形成する例について説明した。ただし，
本発明はこれに限定されるものではない。以下，各吸収体の断面形状の別の例について説
明する。
【００７１】
　図１１は，上層吸収体３０と下層吸収体４０の断面形状の例を示している。図１１（ａ
）に示された例において，上層吸収体３０の圧搾線３１は，肌非対向面側を窪ませたもの
となっており，下層吸収体４０の圧搾線４１は，肌対向面側を窪ませたものとなっている
。このため，上層吸収体３０と下層吸収体４０は互いに対向する面に圧搾線３１，４１が
形成されている。このようにすることで，圧搾線３１，４１が形成された部位において，
上層吸収体３０とか下層吸収体４０の間に隙間が生じる。これにより，上層吸収体３０か
ら下層吸収体４０へと流れ落ちた体液が，下層吸収体４０の広い範囲に拡散するようにな
る。
【００７２】
　図１１（ｂ）に示された例において，上層吸収体３０の圧搾線３１は，肌対向面側と肌
非対向面側の両方を窪ませたものとなっており，下層吸収体４０の圧搾線４１は，肌対向
面側のみを窪ませたものとなっている。このように，上層吸収体３０の肌対向面側と肌非
対向面の両方を窪ませることで，上層吸収体３０の表面上における体液の拡散性を維持し
つつ，上層吸収体３０と下層吸収体４０の間の隙間をより多く確保できる。このため，上
層吸収体３０と下層吸収体４０の両方の広い範囲に体液を拡散させることができる。
【００７３】
　図１１（ｃ）に示された例において，上層吸収体３０の圧搾線３１は，肌対向面側と肌
非対向面側の両方を窪ませたものとなっており，また，下層吸収体４０の圧搾線４１も，
肌対向面側と肌非対向面側の両方を窪ませたものとなっている。これにより，図１１（ｂ
）に示した例と同様に，上層吸収体３０の表面上における体液の拡散性を維持しつつ，上
層吸収体３０と下層吸収体４０の間の隙間をより多く確保できる。また，下層吸収体４０
の肌対向面側と肌非対向面の両方を窪ませることで，下層吸収体４０の表面上における拡
散性を維持しつつ，さらに下層吸収体４０の裏面側にも体液を効率的に浸透させることが
できる。つまり，下層吸収体４０の裏面側にはバックシート２０（図２参照）が配置され
ている。そして，下層吸収体４０とバックシート２０の間に隙間を設けることで，バック
シート２０にまで到達した体液が下層吸収体４０の圧搾線４１を通じてさらに拡散し，下
層吸収体４０の裏面側に吸収される。これにより，上層吸収体３０及び下層吸収体４０の
全体によって体液を吸収することができる。
【００７４】
　図１１（ｄ）に示された例において，上層吸収体３０の圧搾線３１は，肌対向面側を窪
ませたものとなっており，下層吸収体４０の圧搾線４１は，肌非対向面側を窪ませたもの
となっている。このため，上層吸収体３０と下層吸収体４０とはほぼ隙間なく接合されて
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いる。このように，上層吸収体３０と下層吸収体４０の間に隙間を作らないように接合す
ることも可能である。
【００７５】
　図１２は，上層吸収体３０と下層吸収体４０に加えて，追加吸収体７０（第３の吸収体
）をさらに備える吸収性物品の例を示している。図１２の例において，追加吸収体７０は
，上層吸収体３０の肌対向面側，すなわち上層吸収体３０とトップシート１０（図２参照
）の間に配設されている。ただし，追加吸収体７０は，下層吸収体４０の肌非対向面側，
すなわち下層吸収体４０とバックシート２０（図２参照）の間に配設することも可能であ
る。追加吸収体７０は，上層吸収体３０と下層吸収体４０と同様に，複数の圧搾線７１を
有していることが好ましい。圧搾線７１は，図１２に示されるように，追加吸収体７０の
肌対向面側を窪ませたものであってもよいし，追加吸収体７０の肌非対向面側を窪ませた
ものであってもよい。追加吸収体７０の圧搾線７１のパターンは特に限定されないが，第
１，第２，及び第３の実施形態において説明した圧搾線のパターンを適宜適用することが
できる。なお，図示は省略するが，追加吸収体７０に加えて，さらに一又は複数の吸収体
を重ね合わせることも可能である。
【００７６】
　以上，本願明細書では，本発明の内容を表現するために，図面を参照しながら本発明の
実施形態の説明を行った。ただし，本発明は，上記実施形態に限定されるものではなく，
本願明細書に記載された事項に基づいて当業者が自明な変更形態や改良形態を包含するも
のである。
【００７７】
　例えば，第１の実施形態及び第２の実施形態で説明した格子状のパターンをなす圧搾線
と，第３の実施形態で説明した長手方向又は幅方向の一方向に延びる圧搾線とを組み合わ
せることも可能である。すなわち，積層された２つの吸収体のうち，一方の吸収体を，圧
搾線によって周囲を囲われた非圧搾領域を複数有するものとし，他方の吸収体を，長手方
向又は幅方向に向かって延びる複数の圧搾線を有するものとすることもできる。例えば，
上層吸収体３０に，図３（ａ）で示した方形格子状の圧搾線を形成し，下層吸収体４０に
，図９（ｂ）で示した幅方向に沿って延びる複数の圧搾線を形成することもできるし，そ
の逆も可能である。また，例えば，上層吸収体３０に，図９（ａ）で示した長手方向に沿
って延びる複数の圧搾線を形成し，下層吸収体４０に，図３（ｂ）で示した斜方形格子状
の圧搾線を形成することもできるし，その逆も可能である。
【００７８】
　本願明細書では，本発明に係る吸収性物品が尿とりパッドである場合を例に挙げて説明
したが，本発明はこれに限られるものではなく，パンツ型の使い捨ておむつや，テープ型
の使い捨ておむつ，あるいは生理用ナプキンにも適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明は，尿とりパッドや使い捨ておむつなどの吸収性物品に関する。従って，本発明
は，吸収性物品等の製造業において好適に利用することができる。
【符号の説明】
【００８０】
１０…トップシート　　　　　　　　　　　２０…バックシート
３０…上層吸収体（第１の吸収体）　　　　３１…上側圧搾線
３２…上側非圧搾領域　　　　　　　　　　３３…上側交点部
３４…吸収性材料　　　　　　　　　　　　３５…コアラップシート
３６ａ…前側直線部　　　　　　　　　　　３６ｂ…後側直線部
３６ｃ…股下直線部　　　　　　　　　　　３６ｄ…前側傾斜部
３６ｅ…後側傾斜部　　　　　　　　　　　４０…下層吸収体（第２の吸収体）
４１…下側圧搾線　　　　　　　　　　　　４２…下側非圧搾領域
４３…下側交点部　　　　　　　　　　　　４４…吸収性材料
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４５…コアラップシート　　　　　　　　　５０…立体ギャザー
５１…サイドシート　　　　　　　　　　　５２…弾性伸縮部材
６０…カバーシート　　　　　　　　　　　７０…追加吸収体（第３の吸収体）
７１…圧搾線　　　　　　　　　　　　　　１００…吸収性物品

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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